
 

     

  

  

   

    

   

  

   

  

   

    

    

   

   

    

    

    

    

    

 

 

    

 

 

    

 

日本農業気象学会東北支部会則

昭和３０年 ４月 １日 実 施

昭和３１年１２月１９日 一部改正

昭和３５年１２月２２日 同

昭和３７年１２月 ４日 同

昭和３９年 １月３１日 改 正

昭和４２年 １月２７日 一部改正

昭和４５年１２月１９日 同

昭和４９年 ９月１３日 同

昭和５３年１０月２８日 同

昭和５９年 ９月２７日 同

平成 ２年 ８月２８日 同

平成 ８年１０月 ７日 同

平成１２年 ７月２７日 同

平成１４年 ７月３１日 同

平成１９年１１月 ８日 改 正

平成２２年 ８月２０日 改 正

平成２３年１１月 ７日 改 正

平成２４年１１月 １日 改 正

第１章 総 則

第１条（名称）：本会は、日本農業気象学会会則（以下、本部会則）第３章第７条

に基づき、日本農業気象学会東北支部とする。

第２条（目的）：本会は日本農業気象学会の趣旨に則り、東北における農業気象学

の進歩、知識の向上並びに農業気象学を活用した農林水産業の振興と発展をはか

ることを目的とする。

第３条（事務局）：国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構東北農

業研究センター水田輪作研究領域内におく。

第２章 事 業

第４条（事業）：本会は第２条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 農業気象についての研究発表会、講演会、談話会などの開催。

(2) 機関誌「東北の農業気象」の発行。

(3) その他必要と認める事業。

第５条（事業年度）：本会の事業年度は毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終

わる。

第３章 会 員

第６条（会員）：本会の会員は、本部会則に基づき東北支部に所属する日本農業気

象学会会員（以下、本部会員）ならびに支部会員、賛助会員、名誉会員とする。

(1) 支部会員は本会の趣旨に賛同し、入会した者。



   

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    

 

 

 

    

 

(2) 賛助会員は本会の目的に賛同する個人または団体で別に定めるところによ

る。

(3) 本会の発展に著しい貢献をした者のうち評議員会が推薦し総会が承認した

者を名誉会員とする。

第４章 役 員

第７条（役員）：本会に次の役員をおく。

支部長 １名 評議員 若干名 監査 ２名 幹事 若干名

第８条（任務）：

(1) 支部長は支部の会務を総理し支部を代表する。

(2) 評議員は評議員会を構成し重要な会務を評議決定する。

(3) 監査は本会の会計を監査する。

(4) 幹事は支部長の命を受け本会の事務を執行する。

第９条（選出）：

(1) 支部長は評議員会が選出し、総会に報告する。

(2) 評議員は本部会員ならびに東北地方在住の支部会員のうちから選挙により

各県ごとに決める。東北地方に在住しない支部会員は評議員選挙権および被選

挙権を有しない。各県ごとの評議員定数は、選挙年の前年度末における各県の

会員数に依り、以下のとおりとする。

1)会員１０名未満：定数１

2)会員１０名以上２０名未満：定数２

3)会員２０名以上３０名未満：定数３

4)会員３０名以上：定数４

選出された評議員のうちから本部会則に基づく本部理事ならびに本部評議員

を互選する。

(3) 監査は支部長が会員の中から２名を委嘱する。

(4) 幹事は支部長が会員の中から委嘱する。

第１０条（任期）：役員の任期は２年とし、重任を妨げない。

第１１条（解任）：役員または顧問が東北地方を離れた場合には自然解任となる。

第５章 顧 問

第１２条（顧問）：本会に顧問をおくことができる。顧問は支部長が委嘱する。

第６章 会 議

第１３条（会議）：本会には総会と評議員会をおく。

(1)（総会）：年１回開催し支部長が招集する。但し臨時に招集することができる。

(2)（評議員会）：必要に応じ支部長が招集する。幹事は評議員会に出席し発言す

ることができる。

第７章 会 計

第１４条（会計年度）：本会の会計年度は事業年度と同じである。

第１５条（経費）：本会の経費は支部補助費（本部経費）、支部会員ならびに賛助会



 

   

  

 

  

 

 

員の会費および寄付金などによる。 

第１６条（会費）：本部に所属しない会員の年会費は次のとおりとし、役員選出時

に２年分を納入する。

支部会員 ５００円／年 （2014年以降、2012年・2013年は 750円／年）

賛助会員については別に定める。

第１７条（決算）：会計の決算は会計年度終了後速やかに監査を経てその後最初に

行われる総会に報告しなければならない。

第１８条 その他は本部会則に従う。

第１９条（会則の改正）：この会則の改正は総会の決議により行う。

（付則）本会則は平成２２年度から適用する。




